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◎新潟県告示第754号 

振動規制法施行規則（昭和51年総理府令第58号）別表第１（第11条関係）付表第１号の規定に基づき、振動規

制法施行規則による区域指定（昭和53年３月新潟県告示第630号）の一部を次のように改正する。 

平成27年５月８日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

  

１～３ （略） 

４ 第４種区域のうち次に掲げる施設の敷地の周囲

おおむね80メートルの区域内 

１～５ （略） 

６ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第

77号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定

こども園 

１～３ （略） 

４ 第４種区域のうち次に掲げる施設の敷地の周囲

おおむね80メートルの区域内 

１～５ （略） 

 

 

 


